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   前橋市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 前橋市介護保険条例（平成１２年前橋市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項各号列記以外の部分中「平成３０年度」を「令和３年度」に、「令和

２年度」を「令和５年度」に改め、同項第１号中「３万３，６００円」を「３万３，

３００円」に改め、同項第２号中「４万６，７００円」を「５万１，８００円」に改

め、同項第３号中「５万６，１００円」を「５万５，５００円」に改め、同項第４号

中「６万５，４００円」を「６万４，７００円」に改め、同項第５号中「７万４，８

００円」を「７万４，０００円」に改め、同項第６号中「８万４，１００円」を「８

万３，２００円」に改め、同号ア中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３

第１項」を、「得た額」の次に「とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、

０」を加え、「この項において」を削り、同項第７号中「９万３，５００円」を「９

万２，５００円」に改め、同号ア中「２００万円」を「２１０万円」に改め、同項第

８号中「１０万４，７００円」を「１０万３，６００円」に改め、同号ア中「３００

万円」を「３２０万円」に改め、同項第９号中「１１万２，２００円」を「１１万

１，０００円」に改め、同項第１０号中「１３万９００円」を「１２万９，５００

円」に改め、同項第１１号中「１４万９，６００円」を「１４万８，０００円」に改

め、同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、

「１万８，７００円」を「１万８，５００円」に改め、同条第３項前段中「令和２年

度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に改め、同項後段中「１万８，７

００円」を「１万８，５００円」に、「３万３，６００円」を「３万３，３００円」

に改め、同条第４項前段中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年

度」に改め、同項後段中「１万８，７００円」を「１万８，５００円」に、「５万

２，３００円」を「５万１，８００円」に改める。 

 第１０条第２項各号列記以外の部分中「第１３５条第３項に規定する特別徴収対象

給付」を「第１３５条第６項に規定する特別徴収対象年金給付」に改める。 



 附則に次の１条を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第９条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算

定についての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア及び第１

０号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租税特

別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の

合計額については、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第

３５条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除し

て得た額（当該額が０を下回る場合には、０とする。）によるものとし、租税特

別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合

において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとす

る。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものと

する。 

   附 則 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の前橋市介護保険条例の規定は、令和３年度以後の年度分の保険料につい

て適用し、令和２年度分までの保険料については、なお従前の例による。 


